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一　

は
じ
め
に

近
世
の
山
城
国
は
、
朝
廷
・
武
家
・
寺
社
な
ど
性
格
の
異
な
る
領
主
の
所
領
が

錯
綜
し
、
こ
れ
を
補
完
す
る
形
で
幕
府
な
ど
に
よ
る
広
域
的
な
支
配
・
行
政
が
展

開
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
山
城
国
の
広
域
行
政
と
領
主
支
配
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
水
本
邦
彦
氏
が
郷
村
社
会
を
加
え
た
三
者
の
関
係
性
を
包
括
的
に
提
示
し
た

（
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』
）
。
山
田
洋
一
氏
は
特
に
触
の
伝
達
を
中
心
に
分
析

し
、
山
城
国
で
は
領
主
支
配
が
広
域
行
政
に
「
依
存
」
し
「
担
保
」
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た
（
「
近
世
「
徳
川
領
国
」
に
お
け
る
山
城
国
の
構
造
」
『
資
料
館

紀
要
』
第
三
六
号
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
）
。

山
城
国
に
は
、
多
様
な
領
主
が
存
在
し
た
が
、
個
別
の
事
例
研
究
は
い
ま
だ
多

く
な
い
段
階
で
あ
り
、
広
域
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
も
領
主
ご
と
の
実
態
の
蓄

積
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
稿
で
は
、
山
城
国
の
旗

本
天
野
領
に
お
け
る
公
儀
触
（
幕
府
が
江
戸
か
ら
全
国
あ
る
い
は
特
定
の
地
域
に

発
し
た
触
）
の
伝
達
の
実
態
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

二　

在
地
代
官
と
御
用
諸
留
帳
・
用
状
・
江
戸
状

山
城
国
旗
本
天
野
領
に
お
け
る
公
儀
触
の
伝
達

中
川 

博
勝

旗
本
天
野
氏
は
、
上
野
・
武
蔵
・
山
城
の
三
か
国
で
二
七
三
〇
石
余
を
知
行
し

た
。
こ
の
う
ち
山
城
の
知
行
所
は
、
相
楽
郡
祝
園
村
（
京
都
府
精
華
町
）
、
同
郡

菱
田
村
（
同
上
）
、
綴
喜
郡
大
住
村
（
京
田
辺
市
）
、
乙
訓
郡
下
久
世
村
（
京
都
市

南
区
）
の
四
か
村
で
、
い
ず
れ
も
複
数
領
主
が
支
配
す
る
相
給
村
で
あ
る
（
旗
本

天
野
領
と
代
官
に
つ
い
て
は
『
森
島
國
男
家
文
書
目
録
』
一
・
二
を
参
照
）
。

　

旗
本
天
野
氏
は
、
山
城
領
に
地
元
の
有
力
百
姓
か
ら
取
り
立
て
た
在
地
代
官
を

置
き
、
支
配
の
実
務
を
担
わ
せ
た
。
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
以
降
、
文
政
九

（
一
八
二
六
）
～
同
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
～
弘
化
二

（
一
八
四
五
）
年
を
除
き
、
明
治
維
新
ま
で
祝
園
村
の
森
島
清
右
衛
門
（
有
壽
・
壽
榮
・

壽
次
・
壽
重
・
壽
直
）
が
五
代
に
わ
た
っ
て
代
官
を
務
め
た
。
森
島
家
で
は
、
当

主
（
清
右
衛
門
）
が
代
官
に
就
任
す
る
と
、
子
が
祝
園
村
の
庄
屋
役
を
引
き
継
い

だ
り
、
代
官
見
習
に
就
い
た
り
し
た
。
ま
た
、
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
、
代
官

が
同
村
庄
屋
の
一
部
の
任
務
を
兼
務
し
て
い
た
。

在
地
代
官
を
務
め
た
森
島
家
で
は
、
「
御
用
諸
留
帳
」
と
い
う
横
帳
が
書
き
継

が
れ
て
き
た
。
帳
面
は
一
番
か
ら
九
番
ま
で
あ
り
、
年
代
は
代
官
就
任
以
前
の
享

保
二
（
一
七
一
七
）
年
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
に
及
ぶ
（
森
島
國
男
家
文

書
Ｂ
一
・
Ｂ
一
四
・
Ｂ
一
九
・
Ｂ
二
二
・
Ｂ
二
三
、
以
下
同
家
文
書
は
文
書
番
号

の
み
表
記
）
。
内
容
は
、
①
領
主
天
野
氏
や
山
城
領
に
関
す
る
重
要
な
案
件
や
出
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来
事
の
概
要
（
覚
書
）
、
②
江
戸
の
領
主
（
用
人
）
と
山
城
領
の
代
官
・
村
と
の

間
の
上
申
・
下
達
文
書
、
③
代
官
と
村
と
の
間
の
上
申
・
下
達
文
書
、
④
郷
借
証

文
や
京
都
町
奉
行
所
へ
の
上
申
文
書
な
ど
外
部
と
交
わ
し
た
文
書
の
四
つ
に
大
別

で
き
、
②
～
④
は
文
書
の
写
で
あ
る
。

一
方
、
江
戸
の
領
主
（
用
人
）
と
山
城
領
の
代
官
と
の
間
の
連
絡
は
書
状
で
行

わ
れ
て
お
り
、
江
戸
の
用
人
か
ら
山
城
領
の
代
官
に
宛
て
た
用
状
と
、
山
城
領
の

代
官
か
ら
江
戸
の
用
人
に
宛
て
た
江
戸
状
と
が
あ
っ
た
。
森
島
家
に
は
、
用
状
の

原
本
と
、
江
戸
状
の
控
帳
（
下
書
）
と
が
残
さ
れ
て
お
り
、
用
人
と
在
地
代
官
と

の
間
で
交
わ
さ
れ
た
通
信
の
具
体
的
な
内
容
や
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
公

儀
触
に
関
す
る
記
事
は
「
御
用
諸
留
帳
」
に
は
数
点
の
み
で
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
用
状
や
江
戸
状
の
な
か
に
散
見
さ
れ
る
。

三　

用
状
・
江
戸
状
に
み
る
公
儀
触

　

山
田
洋
一
氏
は
、
森
島
家
文
書
の
う
ち
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
の
用
状
・
江

戸
状
・
触
留
を
分
析
し
、
用
状
や
江
戸
状
に
触
に
関
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
旗
本
天
野
氏
は
山
城
の
自
領
に
対
し
て
公
儀
触
の
中
継
・
回
達
を
行

っ
て
お
ら
ず
、
公
儀
触
の
中
継
は
京
都
町
奉
行
所
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
と
指
摘
し
た
（
前
掲
山
田
論
文
七
六
～
七
七
頁
）
。

　

確
か
に
天
保
二
年
に
関
し
て
は
、
山
田
氏
の
分
析
の
と
お
り
だ
が
、
他
の
年
の

用
状
・
江
戸
状
を
見
る
と
、
旗
本
天
野
氏
が
山
城
領
の
代
官
に
公
儀
触
を
伝
達
し

て
い
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
八
月
二
日
付
で
、
天
野

家
用
人
の
守
屋
喜
右
衛
門
と
一
瀬
直
次
よ
り
代
官
の
森
島
清
右
衛
門
と
代
官
見
習

の
同
吉
十
郎
に
宛
て
た
用
状
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
Ａ
九
八
八
―
一
―
一
）
。

　
　
　

此
度
被　

仰
出
候
御
書
付
写

当
年
出
水
之
国
々
多
米
直
段
引
立
候
ニ
付
此
上
追
々
高
直
ニ
相
成
候
而
ハ

末
々
之
者
可
及
難
儀
趣
相
聞
候
間
追
而
及
沙
汰
候
迄
者
天
明
八
申
年
改
候

節
書
出
候
酒
造
米
高
之
内
半
高
酒
造
可
致
候
（
中
略
）
右
之
趣
御
料
私
領
寺

社
領
共
不
洩
様
可
被
相
触
候

　
　

七
月

右
之
趣
相
触
候
間
可
被
得
其
意
候

　
　
　

御
書
付
写

近
年
諸
国
大
水
有
之
年
々
御
普
請
御
入
用
多
分
相
掛
候
処
此
度
関
東
川
々

大
水
ニ
而
定
式
御
普
請
所
大
破
ニ
付
（
中
略
）
猥
ニ
御
普
請
等
村
方
願
出
候

共
不
取
上
筋
ニ
候
間
決
而
願
出
間
敷
候

右
之
通
寛
政
三
亥
年
同
五
丑
年
関
東
筋
出
水
之
節
被
相
触
候
所
村
方
ニ
寄

心
得
違
之
願
等
致
候
類
茂
有
之
哉
ニ
相
聞
候
此
度
関
東
筋
東
海
道
甲
州
濃

州
勢
州
上
方
筋
出
水
ニ
付
而
者
堤
川
除
普
請
茂
莫
大
之
儀
ニ
至
べ
く
候
得

共
（
中
略
）
心
得
違
之
願
申
立
間
敷
候

右
之
趣
武
蔵
下
総
上
野
下
野
常
陸
甲
斐
駿
河
遠
江
美
濃
伊
勢
国
其
外
上

方
筋
御
料
者
御
代
官
私
領
者
領
主
地
頭
ゟ
村
々
不
洩
様
可
被
申
渡
候

　
　

右
之
通
向
々
江
可
被
相
触
候

　
　
　
　

七
月

右
此
度
被
仰
出
候
御
書
付
写
両
通
為
差
登
候
間
御
書
付
之
趣
堅
ク
相
守
候

様
村
々
江
可
被
申
渡
候
尤
御
請
書
印
形
取
之
可
被
差
下
候
已
上

　
　
　

八
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
喜
右
衛
門
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一
瀬
直
次

　
　
　
　

森
嶋
清
右
衛
門
殿

同
吉
十
郎
殿

二
通
の
触
は
、と
も
に
『
御
触
書
天
保
集
成
』（
以
下
、
天
保
集
成
と
略
記
）
と
『
京

都
町
触
集
成
』
（
以
下
、
京
都
町
触
と
略
記
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
同
年
に
発

生
し
た
諸
国
の
水
害
（
山
城
国
祝
園
村
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
）
に
伴
い
、
幕

府
が
酒
造
の
半
高
（
天
保
集
成
六
一
五
五
、
京
都
町
触
第
八
巻
六
九
三
）
と
、
濫

り
に
川
々
御
普
請
を
願
い
出
る
こ
と
の
禁
止
（
天
保
集
成
六
二
四
四
、
京
都
町
触

第
八
巻
六
九
八
）
を
諸
国
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
『
御
触
書
集
成
目
録
』
（
下
、

三
四
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
と
も
に
触
出
し
日
は
八
月
一
日
で
あ
る
。
旗
本
天
野
家

の
用
人
は
八
月
二
日
付
の
用
状
で
筆
写
し
た
触
を
山
城
領
の
代
官
に
送
り
、
山
城

領
の
村
々
へ
触
を
申
し
渡
し
て
各
村
か
ら
請
書
を
と
る
よ
う
命
じ
た
。
用
状
は
川

支
の
た
め
十
九
日
に
山
城
領
の
代
官
宅
へ
届
い
た
。
代
官
が
ど
の
よ
う
な
形
式
・

手
順
で
村
々
へ
触
を
伝
え
た
か
は
不
明
だ
が
、
八
月
二
十
四
日
付
の
江
戸
状
で
、

代
官
は
用
人
へ
「
此
度
被　

仰
出
候
酒
造
半
高
造
御
書
付
外
ニ
御
書
付
壱
通
為
御

登
被
下
落
手
仕
候
、
猶
又
右
御
請
書
村
々
ゟ
差
出
候
ニ
付
今
便
差
下
申
候
、
御
落

手
可
被
下
候
」
と
回
答
し
て
お
り
、
実
際
に
村
か
ら
請
書
を
取
り
江
戸
の
領
主
へ

提
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
（
Ａ
一
〇
二
一
、『
精
華
町
史
』
史
料
篇
Ⅱ
、
三
二
頁
）
。

な
お
、
森
島
家
文
書
に
は
享
和
二
年
の
触
留
が
な
い
た
め
、
右
の
触
が
京
都
町
奉

行
所
か
ら
も
祝
園
村
へ
回
達
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
手
段
が
な
い
。

ま
た
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
四
月
十
二
日
付
で
、
代
官
森
島
清
右
衛
門

が
江
戸
の
用
人
に
宛
て
た
江
戸
状
に
は
「
御
尋
者
之
人
相
書
御
書
付
出
申
尤
上
方

も
奉
行
所
ゟ
御
触
書
出
可
申
候
へ
共
御
写
御
登
し
被
下
落
手
仕
早
速
村
々
江
相
廻

し
申
候
」
（
Ａ
一
〇
一
一
）
と
あ
る
。
御
尋
者
の
人
相
書
（
天
保
集
成
六
三
七
一
、

京
都
町
触
第
七
巻
一
〇
三
六
）
に
つ
い
て
、
上
方
で
は
「
奉
行
所
」
（
山
城
は
京

都
町
奉
行
所
）
か
ら
触
が
出
さ
れ
る
が
、
領
主
天
野
氏
か
ら
も
触
の
写
を
代
官
森

島
氏
へ
送
付
（
江
戸
か
ら
上
方
へ
の
送
付
は
「
登
」
と
表
現
さ
れ
る
）
さ
れ
、
山

城
領
の
村
々
へ
回
達
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
相
書
の
触
が
領
主
天
野
氏
と
京
都
町
奉
行
所
の
両
方
か
ら
重

複
し
て
天
野
領
の
村
へ
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
森
島
家
文
書
に
触
留
が
残

る
時
期
を
選
び
、
具
体
的
な
事
例
を
見
て
お
き
た
い
。
「
文
政
六
未
年
正
月　

諸

御
触
書
写　

文
政
七
申
年
分
共　

相
楽
郡
祝
薗
村
」
（
Ａ
五
―
一
）
に
は
、
文
政

五
（
一
八
二
二
）
年
十
二
月
に
江
戸
で
幕
府
か
ら
触
れ
出
さ
れ
た
、
美
作
国
の
重

次
郎
に
関
す
る
人
相
書
（
天
保
集
成
六
四
〇
〇
、
京
都
町
触
第
十
巻
三
二
三
）
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
触
留
に
は
、江
戸
で
幕
府
が
触
れ
出
し
た
本
文
の
ほ
か
、

翌
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
一
月
に
京
都
で
追
加
さ
れ
た
二
通
の
文
面
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
一
通
は
、
江
戸
か
ら
到
来
し
た
触
を
「
郡
切
」
に
回
達
す
る
よ
う
に

京
都
町
奉
行
の
曾
我
豊
後
守
助
弼
と
牧
備
後
守
義
珍
が
山
城
国
相
楽
郡
の
村
々
に

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
通
は
、
京
都
町
奉
行
所
の
触
を
村
々
へ
伝
達
す
る

触
頭
の
役
目
を
担
っ
た
雑
色
の
松
尾
左
兵
衛
に
よ
る
添
書
で
あ
る
。

通
常
、
京
都
町
奉
行
所
の
触
は
、
四
条
室
町
を
中
心
に
山
城
国
内
を
四
分
割
し

た
方
内
（
区
割
り
）
を
単
位
と
し
て
四
人
の
雑
色
が
分
担
し
村
継
ぎ
で
伝
達
さ
れ

て
お
り
、
松
尾
は
山
城
国
の
巽
（
東
南
）
を
担
当
し
た
。
一
方
で
今
回
江
戸
か
ら

到
来
し
た
触
の
よ
う
に
、
郡
切
（
郡
単
位
）
に
村
継
ぎ
で
回
達
さ
れ
る
触
も
あ
り
、

こ
の
場
合
も
雑
色
が
回
達
に
関
わ
っ
た
。
愛
宕
郡
の
よ
う
に
複
数
の
方
内
に
跨
る

郡
も
あ
っ
た
が
、
相
楽
郡
は
す
べ
て
松
尾
の
方
内
に
含
ま
れ
て
い
た
。
方
内
・
郡

切
ど
ち
ら
の
経
路
で
も
幕
領
だ
け
で
な
く
私
領
に
ま
で
回
達
さ
れ
た
。
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祝
園
村
の
触
留
に
記
録
さ
れ
た
こ
の
人
相
書
に
関
し
て
は
、
文
政
六
年
二
月
三

日
付
で
天
野
領
の
代
官
森
島
清
右
衛
門
が
江
戸
の
用
人
飯
塚
曽
右
衛
門
と
渡
辺
魯

平
に
宛
て
た
江
戸
状
に
「
公
儀
被　

仰
出
人
相
書
別
紙
差
遣
し
被
下
承
知
仕
候
早

速
村
方
へ
相
触
申
候
」
（
Ａ
一
〇
四
五
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
で
幕
府
が
触

れ
出
し
た
人
相
書
を
、
旗
本
天
野
氏
が
中
継
し
て
山
城
領
を
管
轄
す
る
代
官
森
島

氏
へ
回
達
し
、
代
官
か
ら
村
々
へ
通
達
し
た
こ
と
が
分
か
る
。『
御
触
書
集
成
目
録
』

（
下
、
四
一
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
相
書
の
幕
府
の
触
出
し
日
は
文
政
五
年

十
二
月
二
十
七
日
で
あ
る
。
江
戸
状
の
記
述
に
よ
る
と
、
翌
六
年
一
月
十
二
日
に

旗
本
天
野
氏
は
用
状
と
と
も
に
人
相
書
を
江
戸
か
ら
発
送
し
、
同
月
二
十
二
日
に

山
城
国
祝
園
村
在
住
の
代
官
へ
到
着
し
た
。

以
上
か
ら
、
旗
本
天
野
領
山
城
国
祝
園
村
で
は
、
江
戸
で
出
さ
れ
た
公
儀
触
が
、

京
都
町
奉
行
所
（
奉
行
→
雑
色
→
村
）
と
領
主
（
用
人
→
代
官
→
村
）
の
二
つ
の

経
路
で
重
複
し
て
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
。

そ
の
他
、
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
九
月
二
十
三
日
付
で
、
代
官
森
島
清
右

衛
門
か
ら
用
人
に
宛
て
た
江
戸
状
に
は
、
人
相
書
（
天
保
集
成
六
三
七
四
、
京
都

町
触
第
七
巻
一
四
四
一
）
に
関
し
て
「
人
相
書
御
触
書
壱
通
為
御
登
被
下
前
々
之

通
村
々
へ
早
々
可
申
渡
旨
被
仰
下
承
知
仕
早
速
右
御
触
書
之
写
村
々
江
相
廻
し
申

候
」
（
Ａ
一
〇
一
七
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
旗
本
天
野
家
で
は
、
人
相
書
の
公

儀
触
を
山
城
領
へ
中
継
す
る
こ
と
が
、
先
例
（
「
前
々
之
通
」
）
と
し
て
定
着
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

各
年
の
江
戸
状
の
控
帳
か
ら
は
、
人
相
書
だ
け
で
な
く
様
々
な
種
類
の
公
儀
触

を
領
主
天
野
氏
が
中
継
し
山
城
の
知
行
所
（
代
官
）
へ
回
達
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
そ
の
一
端
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

囲
米
（
寛
政
二
〔
一
七
九
〇
〕
年
八
月
十
七
日
付
江
戸
状
、
Ａ
一
〇
〇
〇
、
天

保
集
成
六
〇
三
五
、
京
都
町
触
第
七
巻
三
〇
九
）

鉄
炮
（
寛
政
五
〔
一
七
九
三
〕
年
六
月
八
日
付
江
戸
状
、
Ａ
一
〇
〇
六
―
一
、

天
保
集
成
六
四
五
一
、
京
都
町
触
第
七
巻
七
四
一
）

酒
造
株
（
寛
政
五
年
十
一
月
十
三
日
付
江
戸
状
、
Ａ
一
〇
〇
七
、
天
保
集
成

六
一
五
一
、
京
都
町
触
第
七
巻
八
〇
七
）

銅
并
朱
商
売
（
寛
政
八
〔
一
七
九
六
〕
年
九
月
二
十
三
日
付
江
戸

状
、
Ａ
一
〇
一
五
、
天
保
集
成
五
九
四
一
・
六
一
一
六
、
京
都
町
触
第
七
巻

一
二
八
九
・
一
二
八
八
）

油
絞
稼
方
（
寛
政
九
〔
一
七
九
七
〕
年
七
月
三

（

マ

マ

）十
日
付
江
戸
状
、
Ａ

一
〇
一
七
、
天
保
集
成
六
一
一
八
、
京
都
町
触
第
七
巻
一
四
一
一
）

道
中
筋
人
馬
賃
銭
割
増
（
寛
政
十
〔
一
七
九
八
〕
年
十
二
月
十
五
日
付
江
戸
状
、

Ａ
一
〇
一
九
、
天
保
集
成
五
五
六
四
、
京
都
町
触
第
七
巻
一
六
四
〇
）

城
州
松
尾
社
勧
化
（
寛
政
十
一
〔
一
七
九
九
〕
年
十
月
二
十
四
日
付
江
戸
状
、

Ａ
一
〇
二
〇
―
一
、
天
保
集
成
四
三
四
〇
、
京
都
町
触
第
八
巻
二
一
六
）

京
枡
遣
方
（
文
化
七
〔
一
八
一
〇
〕
年
七
月
二
十
八
日
付
用
状
・
御
達
書

写
、
Ａ
一
〇
三
九
―
一
、
八
月
十
四
日
付
江
戸
状
、
Ａ
一
〇
二
九
、
天
保
集
成

六
一
七
六
、
京
都
町
触
第
九
巻
二
五
〇
）

弐
歩
判
銀
吹
立
・
年
号
改
元
（
文
政
元
〔
一
八
一
八
〕
年
六
月
十
八
日
付

江
戸
状
、
Ａ
一
〇
三
七
、
天
保
集
成
五
九
六
一
・
八
八
八
、
京
都
町
触
第
九
巻

一
二
三
一
・
一
二
三
六
）

以
上
の
よ
う
に
、
旗
本
天
野
氏
が
中
継
し
た
公
儀
触
は
、
捜
索
（
人
相
書
）
・

経
済
・
通
貨
・
寺
社
勧
化
な
ど
領
域
を
越
境
す
る
問
題
に
関
す
る
触
が
中
心
で
あ

っ
た
。
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四　

む
す
び
に
か
え
て

一
方
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
の
祝
園
村
の
触
留
（
Ａ
八
―
一
）
に

は
、
京
都
町
奉
行
所
が
中
継
・
回
達
し
た
公
儀
触
と
し
て
人
相
書
（
天
保
集

成
六
四
〇
八
、
京
都
町
触
第
十
巻
一
二
一
五
）
・
古
金
銀
弐
朱
判
（
天
保
集
成

六
〇
〇
一
、
京
都
町
触
第
十
巻
一
二
六
〇
）
に
関
す
る
触
が
記
さ
れ
て
い
る
（
前

掲
山
田
論
文
一
六
一
頁
別
表
六
―
一
一
）
。
こ
れ
ら
の
公
儀
触
は
前
章
で
示
し
た

よ
う
に
寛
政
～
文
政
期
に
は
領
主
旗
本
天
野
氏
か
ら
同
村
へ
伝
達
さ
れ
た
公
儀
触

と
同
種
の
触
で
あ
る
の
に
、
山
田
氏
が
分
析
し
た
よ
う
に
、
天
保
二
年
の
旗
本
天

野
氏
の
用
状
（
Ａ
一
〇
六
五
）
・
江
戸
状
（
Ａ
一
〇
五
四
）
に
は
公
儀
触
に
関
す

る
記
載
が
な
く
、
領
主
か
ら
は
伝
達
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
、
年
代
に
よ
る
変
化
な
の
か
、
旗
本
天
野
氏
が
公
儀
触
を
山
城
領
に
中
継
・
回

達
す
る
基
準
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
回
達
を
判
断
す
る
の
は
誰
か
が
問
題
と
な
る

が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
旗
本
天
野
氏
が
必
ず
し
も
山
城
の

自
領
に
す
べ
て
の
公
儀
触
を
中
継
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
旗
本
天
野
領
祝
園

村
で
は
京
都
町
奉
行
所
・
雑
色
を
通
じ
た
公
儀
触
の
伝
達
が
基
本
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

旗
本
天
野
氏
は
、
山
城
国
で
一
四
一
九
石
余
（
享
保
十
四
〔
一
七
二
九
〕
年
時
点
）

の
知
行
所
を
有
し
、
在
地
代
官
を
置
き
、
江
戸
の
領
主
（
用
人
）
と
山
城
領
の
代

官
と
の
間
で
用
状
・
江
戸
状
を
用
い
た
通
信
体
制
を
築
き
、
領
主
支
配
を
遂
行
し

て
い
た
が
、
公
儀
触
の
中
継
・
伝
達
も
こ
の
通
信
体
制
に
依
拠
し
て
い
た
。
他
方
、

山
城
国
に
は
よ
り
小
規
模
な
旗
本
領
も
あ
り
、
必
ず
し
も
在
地
代
官
制
度
が
採
用

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
旗
本
領
以
外
に
も
朝
廷
・
寺
社
関
係
の
小
規
模
領

主
が
多
数
存
在
し
相
給
村
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
幕
府
な
ど
に
よ
る
広
域
的
な
支

配
・
行
政
と
個
別
領
主
支
配
の
関
係
を
問
う
上
で
も
、
山
城
国
に
お
い
て
旗
本
天

野
氏
の
よ
う
に
小
規
模
な
領
主
が
公
儀
触
の
中
継
を
行
う
事
例
が
一
般
的
か
ど
う

か
、
さ
ら
に
事
例
を
集
積
し
比
較
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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年 西暦 ( ｱ ) 

用状

( ｲ ) 

江戸状

( ｳ ) 

御用諸留帳

( ｴ ) 

祝園村触留

 

記載公儀触

享保 2 1717 B-1（～明和 3）

享保 15 1730 A1（～享保 21）

元文 1 1736 A14（～元文 4）

元文 5 1740 A15（～宝暦 4）

寛延 3 1750 B1-2（～安永 6）

宝暦 5 1755 A16（～明和 2）

明和 2 1765 A17（～天明 4）

安永 7 1778 B1-3（～寛政 4）

天明 6 1786 A4

寛政 2 1790 A1000 天保集成 6035

寛政 4 1792 B1-4-1（～文化 13）

寛政 5 1793 A1006-1 

A1007

天保集成 6451 

天保集成 6151

寛政 7 1795 A1011 天保集成 6371

寛政 8 1796 A1015 天保集成 5941 

天保集成 6116

寛政 9 1797 A1017 天保集成 6118 

天保集成 6374

寛政 10 1798 A1019 天保集成 5564

寛政 11 1799 A1020-1 天保集成 4340

享和 2 1802 A988-1-1 A1021 天保集成 6155 

天保集成 6244

文化 7 1810 A1039-1 A1029 天保集成 6176

文化 13 1816 B1-5（～文政 6）

文政 1 1818 A1037 天保集成 5961 

天保集成 888

文政 6 1823 A1045 B14-1-1（～天保 2）A5-1（～文政 7）天保集成 6400

（文政 5）

文政 7 1824 A6 

A7-1

天保 1 1830 B14-2（～嘉永 6）

天保 2 1831 A1065 A1054 A8-1（～天保 3）（以下、ｴのみに

あり） 

天保集成 6408 

天保集成 6001

天保 14 1843 A11

弘化 2 1845 B19-1（～嘉永 6）

安政 1 1854 B22-1（～安政 6）

万延 1 1860 B23-1（～慶応 4）

注　( ｱ ) ～ ( ｴ ) は森島國男家文書の文書番号

　　記載公儀触は『御触書天保集成』の通し番号

　　用状・江戸状・記載公儀触は本稿で取り上げたものだけを示した

【表】　用状・江戸状・御用諸留帳・祝園村触留と公儀触


